障害者権利条約に基づくアイルランドの締約国報告草案に対する
一般および関係者からの意見聴取報告
2021年5月　
（訳注　これは、「アイルランド初回締約国報告　付属資料2　協議会の要約　2021年11月」である。）

はじめに
国連障害者権利条約（UNCRPD）に基づくアイルランドの最初の締約国報告に関する利害関係者の意見聴取会（Stakeholder consultation sessions）は、2021年3月下旬から4月上旬の3日間開催された。参加登録は3月中旬に先着順で開始され、各日最大100名の参加者が募集された。
参加した利害関係者は、障害者権利擁護団体、障害のある本人、政府のサービス機関、その他の機関などであった。
3日間にわたり9つの分科会が開催された。分科会は、初回締約国報告に沿ったテーマ別に構成された。障害担当国務大臣のアン・ラビットT.D.（Teachta Dála　アイルランド語で下院議員）が各日冒頭に挨拶を行い、子ども・平等・障害・統合・若者省（DCEDIY: Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth）の代表が各分科会の短い説明を行った。
分科会はCES（Centre for Effective Services　効果的サービスセンター）が進行し、議事録が作成された。これらの議事録は本資料2にまとめられ、締約国報告に関する意見、提言、および説明が要約されている。指摘されたポイントは、ほぼ提起された回数の多い順に並べられている。
(訳注　ここにはCESという略語だけが示されている。アイルランドの初回報告にある「略語と用語の一覧」では「CES 　障害者総合雇用戦略2015–2024 　Comprehensive Employment Strategy for People with Disabilities 2015–2024」のみが出ているが、ここのCESはそれではなく、「Centre for Effective Services　効果的サービスセンター」である（この付属資料2の冒頭にあるCESというロゴはCentre for Effective Servicesのもの）。
[bookmark: _Hlk209265237][bookmark: _Hlk209265326]本報告では、一般に国連条約の用語を使用している。すなわち、「障害のある人」（people with disabilities）という表現である。ただし、異なる表現（例：障害者（disabled people））の使用を認識し、尊重している。この表現の相違は、報告内にも反映されている場合がある。
[bookmark: _Hlk209267647]（訳注　この最後の文の意味が分かりにくい。原文ではdisabled peopleは２回現れ、１つはこのパラグラフ、他の一つは用語の好みに関する意見（ｐ３）として現れた。people with disabilitiesは57回現れた。これは「障害のある人」と訳したが、「障害者用駐車場」や「障害者スポーツ」など日本語の慣例に合わせて「障害者」も用いた。persons with disabilitiesは2回現れ、いずれもConvention on the Rights of Persons with Disabilitiesとして現れた。）
CESは、分科会に参加し経験や意見を率直かつ誠実に共有してくれた皆様に感謝する。

全般的な意見(GENERAL FEEDBACK）
[bookmark: _Hlk217916251]分科会は特定の事項を中心にテーマ別に行われたが、参加者からは障害分野や締約国報告草案に関する全般的な意見も寄せられた。以下に要約する。
· 障害政策とサービスに与えた新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響は、複数の分科会で取り上げられた。意見では、パンデミックが既存の課題（サービス利用の長い待機リスト、交通の困難、雇用へのアクセスや維持の課題など）を悪化させたとの指摘があった。パンデミックに関連する新たな問題も報告された。具体的には、障害のある子どものワクチン接種の導入、サービスや学校の一時的停止、医療受診時のパーソナルアシスタントの同伴不可などに関する問題である。障害のある人をパンデミック対策計画に含めること、障害のある人の新型コロナウイルス感染や死亡に関する統計を提供するよう求める声が上がった。
· アイルランドの障害分野には「政策は充実しているが実施が不十分」という認識がある。参加者は、政策の実施の遅れや課題、公的部門と民間部門における政策実施の不一致について不満を表明した。障害政策における適用除外条項（opt-out clauses）の多さが問題視され、政策目標にかかわる責任の追及と監視の不足も指摘された。一部の人は、政策が障害のある人の実際の生活経験やニーズを反映していないと感じていると報告した。
· 障害ケアにおける中央集権的で連携したアプローチの必要性が、複数の分科会で指摘された。参加者は現在のシステムが過度に分断され、孤立している（siloed）と感じていた。障害ケアに多くの異なる法定機関、慈善団体、民間機関が関与していることがリスク要因とされ、保健、教育、住宅、ジェンダー、心理サービスなど、障害サービス・支援の連携強化が提言された。また、政府は審査後の勧告の実施に焦点を当てるべきであり、同じテーマに関する新研究を委託すべきではないとの提言もあった。
· [bookmark: _Hlk217916478]分科会によって締約国報告草案に対する意見は異なった。一部の参加者は、報告草案が国のやりたいことを書いていて、現場の現実や進捗を反映していないと指摘した。
· 一部の議論では、障害のある人の政策決定への参画が取り上げられた。意見聴取が形式的な事務作業（tick-box exercise）として行われているとの指摘があり、参加者は政策設計段階で自身の意見や主張が反映されていないと感じていると報告した。
· 障害分野の資金不足と資源不足は、もう一つの共通の問題であった。また、障害のない人が運営し、職員として働くサービスに資金が充当されることへの不満も指摘された。資金不足が障害のある人の人権に与える影響が議論され、障害分野全体でより長期的な戦略的な計画が策定されることを望む声が上がった。
· ユニバーサルデザインの利点と必要性が指摘され、特に精神（psychosocial）障害や感覚障害のある人に対する対応が強調された。
· 参加者は、報告草案でも分野全体でも、知的障害や「隠れた」精神障害や感覚障害へのより大きな注目が必要だと感じた。
· アイルランドが障害のある人への受容の文化へと移行することを望む声が上がった。社会においていじめ、差別、無視が継続しているという多くの報告があった。
· 参加者は、障害に関するより良いデータが必要だと報告し、既に収集されているデータを政府が再検討し活用するよう推奨した。障害に関する分類されたデータ収集の重要性が指摘された。
· 医学モデルとその用語に対する不満が多くの分科会で指摘され、参加者は社会的な、個人中心の、および地域社会に根ざしたケアモデルを支持した。
· 報告草案で使用された用語については、意見が分かれ、一部は「障害のある人」を、他の一部は「障害者」を好む声が上がった。
· 障害のある子どものデータの安全性と保護に関する懸念が示された。
· 一部の参加者は、意見聴取プロセスに不満を表明し、登録の短い通知期間、技術的プラットフォームのアクセシビリティ、および一部の分科会での参加者の少なさについて指摘した。ろう者のコミュニティの参加の低さについても懸念が示され、このグループとの適切な連絡が取られたかどうかという疑問も提起された。
（訳注　技術的プラットフォームとは、オンライン会議やウェブサイトなど、会議のためのデジタル・システム。）

自立生活
最初の分科会では、アイルランドの自立生活分野（CRPD第9条、19、20条）における進展が取り上げられた。議論の主なテーマは、住宅の改修、地域社会での生活、アクセシビリティ、地域サービス、個人の移動の自由であった。
分科会からの意見は、以下の問題に集中した：
· 障害のある人の利用が困難なシステムやサービス（サービスの地理的な遠さなど）、政府の申請書類のアクセス困難さや記入の困難さ、申請の際に得られる支援の選択肢の少なさ、障害給付金の中央集権的なシステムの欠如。これらの分野での追加支援が提言された。
· 自立生活支援、サービス、助成金への不平等なアクセス。地域間および、都市部と地方の間での資金配分と提供の差異が指摘され、市民権や移民の地位に関連するバリアも指摘された。
· アクセス可能な社会住宅の不足、住宅改修のための資金不足、手頃な価格の民間住宅の選択肢の欠如により、居住場所の選択肢が欠けているとの認識がある。特定の地域での社会住宅の待機リストの長期化が、特に懸念される点として挙げられた。
· アクセス困難な建物。参加者からは、建物の入り口、トイレ、エレベーターの車椅子対応状況や、スロープの不足に関する問題が報告された。知的障害のある人にとって床のマーク（訳注　床に書かれた、誘導矢印など）の不足が問題として指摘された。点字表示の増加、適切な高さの表示板、視覚障害者向けの音声案内オプションの設置が要望された。新しい建物のアクセシビリティ向上に、建築基準や要件がポジティブな影響を与えていることが認められた。
· 自立生活分野のプロジェクトと支援に対する不満。この分野での進展は認められ、実際の経験を持つ人は地域自立生活のメリットを報告した。居住施設サービスから自立する際に利用可能な支援が限られている点について懸念が示され、これが自立生活への移行や継続を妨げる可能性があることが指摘された。地域社会において孤立した施設状態（isolated institutions in the community）が作りだされるリスクも指摘された。
· [bookmark: _Hlk209266960]アクセス不可能な屋外空間と歩道。参加者はこの分野での進展を指摘したが、自転車専用レーンや私有のゴミ箱/カフェの看板/屋外飲食施設が車椅子利用者や視覚障害のある人にとっての歩道のバリアとなっている問題が報告された。推奨事項には、車道や自転車専用レーンの縁石を明示するための色のついたマークの追加、および歩道や障害者用駐車場でバリアを作り出している組織に対する罰則の制定などがあった。
· 以下の点も指摘された：
· 個人予算（personal budget）の支援の内容と進捗状況への不満；
· パーソナルアシスタントや移動支援機器・支援サービスへの資金増額の要望;
· 高齢者にとって利用困難な支援機器；
· 生涯にわたる包括的/総体的な支援（wraparound/holistic supports）と、障害のある人への支援を65歳以降も継続するニーズ；
· 障害のある人が18歳になったら、自動的に社会住宅の登録を行うことの提言；および
· 公共の施設に、障害のある人が訪問前および訪問中に支援を受けるためのアクセス担当者を配置することの提言。
報告草案への以下の修正が提言された:
· [bookmark: _Hlk209269490]パラグラフ244の、ニーズ評価（AoN: Assessment of Need）および児童療法サービスの遅延に関する説明をする
（訳注　報告草案パラ 244とあるが、パラ282の誤りと思われる。これは初回締約国報告ではパラ284である。）
· 施設から退所した人数を「施設から退所し、地域生活に移行した人数」と言い換える（これにより、死亡者数などが含まれないようにするため）。

健康
この分科会では、条約の第25条および第26条に関する進展が議論された。議論の主なテーマは、早期発見と評価、一般医療サービスへの平等なアクセス、適切な専門医療サービスへのアクセス、適切な精神保健サービスへのアクセス、および健康保険分野における差別であった。
参加者は、これらの問題について以下の意見を示した：
· 医療サービスと支援へのアクセスの困難。特に早期介入、リハビリテーション、精神保健サービスにおける、長時間の待機とその問題の監視が不十分であることが参加者にとって重大な問題であった。参加者は、障害のある人が国のリハビリテーションサービスへの一貫したアクセスを可能にするよう求め、作業療法や言語療法を含む、より幅広い療法士へのアクセスを要望した。国全体でのイノベーションと卓越センター（Centres of Excellence）の設立、および保健医療分野における障害に関する問題への対応に関する、保健サービス執行機関（HSE: Health Service Executive）の同意方針を含めた、より良い研修の必要性が指摘された。近年における進展と国立リハビリテーション病院の肯定的な影響が認められた。
（訳注　卓越センターとは、特定分野（ユニバーサルデザイン、医療、障害支援、教育など）に置かれる、高度な専門性・質の高いサービス・研修・研究を提供する組織。）
· [bookmark: _Hlk217406704]障害のある人への精神保健サービスの資金不足かつ資源不足。サービスの利用可・不可（availability）とアクセシビリティは全国でばらつきがあり、一部の地域では民間や慈善団体のサービスに依存せざるを得ない状況である。参加者は、障害のある人の精神保健ニーズに関する実務者の研修と、知的障害のある人に対して情報を明確かつアクセスしやすい形で伝えることの重要性を指摘した。自閉症のある若年層向けの、児童青年精神保健サービス（CAMHS:  Child and Adolescent Mental Health Services）の不足についても議論された。一部の参加者は、慈善団体、一次医療、一般診療医（GP）の精神保健サービスに関する有益な経験を報告した。
（訳注　CAMHSは、中度または重度の精神疾患の18歳までの児童・青少年に診断と治療を行なう。）
· 早期介入サービスへの不満。早期介入サービスやニーズ評価の長い待ち時間に関する懸念が表明された。待ち時間が子どもの発達段階、教育成果、家族全体の福祉に与える負の影響が議論された。地域ベースのサービスや地域の障害ネットワーク（local disability network）への移行は前向きな動きとされた。
· 医学モデルや専門用語から脱却し、社会と地域社会に基づくアプローチへの移行が提言された。例として、「オープン・ダイアログ（Open Dialogue）」サービス（コーク県）や、精神病に対する薬物不使用病棟が挙げられた。
（訳注　オープン・ダイアログ（開かれた対話）は、フィンランドで開発された治療・ケア技法。患者、家族、友人、精神科医、臨床心理士、看護師などがチームとして「対話」を重ねていく。統合失調症、うつ病、PTSDなどに取り入れられている。）
· 断片化したケアや孤立した（siloed）サービスがあるという認識。参加者は、一部のケアへのアクセス方法や場所に関する混乱、責任の所在が不明確である点を報告した。サービス間や政府部門間のコミュニケーション不足、書類や医療記録がサービスや住所をまたいで共有されない点への懸念が示された。参加者はまた障害を2年ごとに「再確認」する必要があることへの不満を指摘し、統合された（joined-up）生涯にわたる支援の不足を問題視した。より共感的で、配慮深く、個人に焦点を当てたケアの必要性が強調され、サービス改革のための専門家パネルの設置が求められた。
· 雇用と医療に関する問題。既存の支援機器、適応性、従業員・雇用主向けの助成金に関する意見は肯定的であったが、参加者からはアクセシビリティの向上と助成金の認知度向上のためのさらなる取り組みが必要との指摘があった。職場安全についての法律が個人をより適切に保護するよう求める声や、障害のある人が雇用中に医療カードや交通カードを維持できるよう求める意見も出された。
· アクセスできない健康診査サービス、建物と設備。民間の評価や検査の費用の高さが問題として挙げられ、障害のある人向けの検査サービスの不足も指摘された。例として、ダウン症の人の認知症検査が、これらの人々は認知症になるリスクが高いにもかかわらず、定期的に行われていないことが挙げられた。
この分科会で指摘されたその他の点には、以下のものなどがある：
· 「診断の影」（diagnostic overshadowing）と呼ばれる、精神保健診断が他のケアの側面にも悪影響を及ぼす懸念；
（訳注　診断の影とは、すでに行われている診断に強く影響されて、他の症状が正しく評価されなくなることを指す。）
· 障害のある患者が退院させられて、リハビリテーションサービスのないナーシングホームや施設に移転させられる問題。これによりサービス提供の空白が生じたり、家族や介護者への追加負担が発生することになる； 
· 医療サービスにおいて、予約したサービスを受けなかった場合（missed appointments）、どのように処理されるか、それが再予約できるのか、またはフォローアップしてもらえるのか、不明確； 
· 障害のある人に対する不妊治療サービスの資金不足；
· 新しいコミュニティや不利な立場にあるコミュニティを対象とした多文化保健戦略（intercultural health strategy）の必要性；
· 医師や医療従事者が患者や他のサービスと医療情報を共有しないとの報告。および、必要に応じてアクセスしやすい形式での情報提供や、必要に応じて同伴者や支援者をつける提言； 
· 障害のある外国の学生が、ニーズ評価の完了という要件と民間医療保険の要件により、アイルランドで学ぶことを妨げられているとの懸念；
· 障害政策と高齢者政策が重なり合う領域（intersection）の問題と、65歳以上の高齢者に一部の障害支援が提供されなくなる問題； 
· 慈善団体や地域コミュニティグループが提供する支援に対するポジティブな意見があり、これらと公的サービスとの連携・紹介経路の改善の提言； 
· 診断後の「情報過多」に配慮したサービス提供の必要性。およびフォローアップ時や定期的経過観察の予約時（check-in appointments）に情報をゆったりと小出しに提供する（space out）ことの提言；
· 高度の支援が必要な人にとっての病院環境の不適切さ。および、夜間介護をする親を支援する手段の欠如； 
· スラインテケア（Sláintecare）への不満と、障害医療の民間提供者への依存への不満;
（訳注　Sláinteはアイルランド語で「健康」。スラインテケアは2019年からのアイルランド政府の保健・社会ケアの改革方針）
· 政府が副作用の強い、より安価な医薬品の調達を行っていることへの懸念；
· 介護者の役割と権利を分析・検討し、彼らを障害政策や意思決定プロセスに参画させる要望。

政治的・文化的権利
この分科会はCRPDの第29条と第30条に関連し、投票；政治への参加；政策や立法プロセスへの参画；芸術への参加とインクルージョン；文化・社会生活；スポーツ参加、観光、余暇活動などに関する問題に焦点を当てた。
参加者は、このテーマについて以下の意見と提案を行なった：
· 投票のバリア。これには以下のようなものがある。
- 心理社会的（psychosocial）バリアまたは情報に関するバリア
- 投票用紙の図と平易な説明英語の整合性の欠如
- 一部の投票所のアクセス困難さ、および代替投票所への移動のための財政的・具体的な支援の不足
- 視覚障害のある人へのプライバシー保護を確実にするための追加措置や立法の必要性
- 病院の長期入院者が投票できない状況
- 医療従事者の署名が必要な郵便投票制度へのアクセスの困難

　これらの分野において追加の支援が求められ、郵便投票へのアクセス拡大が提言された。
· 政治参加へのバリア。政治参画を目指す障害のある人への支援不足；政治関連の施設や会議場のアクセス困難；政治や法制度が、障害のある人の実際の経験に基づく声や一般と異なる表現形態（other formats）（例：精神疾患のある人の表現）に対して寛容でないという感覚；政府の政策文書のわかりやすい版の不足；雇用による障壁（例えば、就労が支援への給付金を妨げる要因となる）；政治における障害のある人のロールモデルの不足；障害のある人が政党に所属せずに独立候補として立候補する傾向；パーソナルアシスタントが代わりに選挙運動を行うことが認められていない問題；および一般に、障害のある人を理解し受け入れる姿勢の不足など。提言として、障害のある人の政治参加目標を3％から引き上げる；意識の向上を図る；障害のある人に利用可能な支援を改善する、などがあげられた。
· 生の体験を持つ人の政治や意思決定の役割への参加の不足。これは、障害のある人だけでなく、多くの少数派グループにも当てはまると受け取られられていた。政治家や政党が、より多様なグループと意味のある形で関わり、政策情報を適切な方法で伝えるよう求める声が上がった。
· スポーツへの参加のバリアは多くの分科会で議論された。スポーツ文化がエリート主義的で付加的な支援を必要とする人々にとってアクセスしにくいという意識、助成金が個人ではなく団体に付与される傾向、農村地域におけるサービスや施設の不足、アクセス可能なジムやトレーニングセンターの不足、スポーツにおける障害のある人や障害関連の取り組みの認知度（visibility）の低さが指摘された。障害のある人向けのスポーツやジムの設備に特化した助成金の創設、オンラインスポーツ活動の拡大、および利用可能な支援の認知度向上に関する提言がなされた。この分野での進展が認められ、アクセシブルなジムの増加、農村地域への投資、スポーツインクルージョン担当者や作業療法士の配置、が挙げられた。大学も、障害のある人がスポーツ分野でのキャリアを追求するよう促す取り組みが評価された。
· 文化活動や芸術への参加における障壁。障害のある人が経済的な主体性および公平性を欠いていることは特に問題視された。また、芸術用機器や材料の高額な費用や、コミュニティ芸術ではなく個人アーティストに焦点を当てた資金配分の現状も課題として挙げられた。障害のある人が文化イベントに参加したり主催したりする際の支援の不足も議論され、ISL（アイルランド手話）通訳者の費用やアクセシビリティ、音声・視覚機器の提供の一貫性のなさなどが指摘された。
このテーマに関連する他の指摘には以下のものなどがあった：
· 「学校の文化遺産プログラム」に対する肯定的な意見；
（訳注　学校の文化遺産プログラムは、国の遺産委員会が運営する、専門家を小学校に派遣し、自然・文化・歴史遺産を指導する。）
· 自然環境（ビーチや屋外スペースなど）へのアクセス改善の提案；
· アクセシビリティの問題が観光に与える連鎖的な影響（knock-on effects）；
· より多くの地方自治体が、NDAチェックリストを採用することの提案；
（訳注　NDAは秘密保持契約Non-Disclosure Agreement）
· 障害のある人の投票率および投票におけるバリアのデータ不足の問題；
· 法律の「身体障害」という表現を「機能障害」に変更する旨の提言。
報告草案への以下の修正が提言された：
· カラ（Cara）が実施した活動とスポーツ関連の取り組みの要約を記載すること；
（訳注　Caraはアイルランド語で「友達」。アイルランドの障害者スポーツを推進する団体「Active Disability Ireland」の通称。）
· 混合能力ラグビー（mixed ability rugby）でのスポーツ・アイルランド（Sport Ireland）の成果を称賛すること；
（訳注　スポーツ・アイルランドは、スポーツ振興を担当する政府機関。混合能力ラグビーは、障害のある選手と無い選手が同じチームで、一部を除き通常のラグビーと同じルールに従って競技する。）
· 32の全国的統括団体（national governing bodies）に言及すること。
（訳注　全国的統括団体は、アイルランドの各スポーツ競技を統括する国立の団体。）

交通
条約の第9条は交通に関する事項を定めている。議論の対象となった分野には、都市の、また町や農村地域の交通、および制度（schemes）と支援措置などがある。
これらの分科会で参加者から指摘された課題は以下の通り：
· [bookmark: _Hlk218612359]公共交通機関のアクセシビリティ問題。車椅子利用者は、一部のサービスで24時間または48時間前の利用連絡が必要であり、これにより、思い立ったときに（spontaneous）社会活動や文化活動に参加することが困難になっている。参加者は、無料乗車券での事前チケット予約の困難さを指摘した。また、エレベーターの故障、車椅子でのアクセスの不足やスロープの欠如、アクセスできないバス停や待合スペース、特にバス内の車椅子用のスペース不足が問題として挙げられた。音声アナウンス、インターコム、標識、リアルタイム更新は一貫して提供されているのではないが、さまざまな種類の障害のある人にとって不可欠である。乗り換えや、列車とプラットフォームのすき間を超える乗り降りが、公共交通機関の利用を困難にしている。バスのアクセシビリティに関しては、特に「バス・コネクト(Bus Connects)」を通じて一部進展が認められた。参加者は、視覚障害者向けの黄色いバス停の重要性を指摘し、色規定の変更案に批判を表明した。障害のある人と相談して交通のアクセシビリティを向上させる必要性が強調された。
（訳注　バス・コネクトについては、「アイルランド初回締約国報告」のパラグラフ107参照。）
· 都市と農村部の格差。都市部の交通ネットワークの進展は認められたものの、農村部に関する問題が複数指摘された。参加者は、町と村の間の交通のつながりの悪さ、コストの高さ、農村道路の質の低さ、一部の地域でのタクシーの不足など、農村部の交通サービス全般の不足を指摘した。参加者は、農村部の交通インフラを改善するいくつかのインセンティブを提案した。例えば、アクセシブルなタクシーの促進、個人用自動車の助成金、交通ニーズを支援するための追加のパーソナルアシスタントの時間など。また、アクセシブルなバスの数と利用できる度合いに関する全国的な見直しが提言された。
· [bookmark: _Hlk218783773]移動支援金や制度は一般的に機能しているとの評価であったが、参加者からは、障害の有無、収入、雇用状況、市民権、ニーズ評価（AoN: Assessment of Need）の完了状況に関わらず、誰でも利用可能にすべきとの提言があった。自閉症のコミュニティでのこの制度の認知度は低いとの提言があった。タクシーを無料移動支援制度で使えるようにすること（特に農村地域において）、必要に応じて1人以上の同伴者を許可することなどが提言された。移動手当と自動車交通手段の助成金廃止およびその代替措置の欠如に対する不満が表明された。アイルランドでの「ちょっと待ってカード」（Just a Minute card）の導入可能性に関する意見は分かれた（訳注　知的障害や発達障害のある人などのためのコミュニケーション補助カード。窓口などで提示し、ゆっくり対応するなどの配慮を促す）。
· ろう、感覚障害、精神的問題（psychosocial difficulties）など「隠れた」障害のある人の交通ニーズ。駅内の感覚環境（sensory environment）への配慮（特にラッシュアワー時）、および駅、バス、電車内の静かなスペース/車両の提供を検討すべきとの要望があった。交通ニーズに対するユニバーサルデザインと人権に基づくアプローチの利点が指摘された。
（訳注　感覚環境とは、聴覚的、視覚的、触覚的などの環境。）
· 車椅子利用者や視覚障害のある人にとっての歩道の安全性。これには、自転車レーンと歩道の共有の問題、カフェの看板や車が歩道を塞ぐ問題、一部の地域での歩道の高さに関する懸念が含まれていた。電気自動車の普及も懸念事項として挙げられ、これらの車両は存在に気付きにくい、または聞こえにくい可能性がある点が指摘された。
輸送に関するその他の課題は以下の通り:
· 車両の改造費用と改造のしやすさの問題、および費用の事後払いではなく事前助成の必要性；
· タクシーの利用に関する課題、例えば、アクセシブルなタクシーの不足、一部のドライバーによる障害のある乗客の乗車拒否、長距離移動のためのアクセシブルなタクシーの予約の困難さ；
· 学校への交通手段に関して、障害のある子どもとない子どもをスクールバスで分離しないこと、ガーダ審査（garda vetting）を受けた個人に、タクシー以外の独立した交通サービスの提供を許可すること、および自閉症の子どもに混乱を引き起こす可能性があるため、運転手の変更頻度を最小限に抑えること；
（訳注　ガーダ審査とは、アイルランド警察（An Garda Síochána　直訳は、「平和の番人」）の「身元・犯罪歴チェック」。）
· 入札プロセスと交通サービスの民営化に対する不満、および民間サービスが国の運営するサービスよりも利用しにくく、責任が不明確であるとの報告；
· 公共交通での、偏見と認識不足を減らすため、交通システム全体において、障害の問題に関する職員の研修を改善し、障害のある人の優先乗車アナウンスを実施し、障害に関するコミュニケーションとメッセージの見直しを行う必要性；
· 公共交通機関の安全性の欠如、夜間の駅での治安維持と安全の強化、障害のある人の苦情対応の改善に関する提言；
· 駐車場に関する問題。高い料金、および身体障害のある人が、駐車チケットなどを手動で補充・入れ替える操作（manual refilling）の困難さ；
· [bookmark: _Hlk218703658]国家開発計画（National Development Plan）とその責任体制に対する不満、および計画が障害のある人のニーズを十分に考慮していない、中心に置いていないとの認識；
（訳注　国家開発計画は、アイルランド政府が策定している10年規模の長期的なインフラ整備・投資の総合計画。）
· 障害のある人のための交通サービスの改善への、政治的な意思が欠如しているという認識。国際的な交通政策や気候変動政策がその解決策を提供しているとの意見；
· 公共交通のアクセシビリティ管理者に対しては肯定的な評価が示されたが、これらのポストを障害のある人が担当すべきとの提言；
· 道路の横断が困難（横断時間が短すぎる）；
報告草案への以下の修正が提言された：
· 農村部と都市部の交通サービスに同等の重点を置く；
· 車両の改修助成金に関して言及する；
· 無料乗車制度の利用者数に関するデータを提供する；
· 障害に関する意識向上と交通従事者の研修に関する最新の動向を詳細に報告する；
· 各サービスと駅の全般にわたるアクセシビリティの問題、および運休(outages)の場合の理由を説明する。

法、司法、自由と人権
この分科会では、第12条から第18条の進捗状況が検討された。議論の主なテーマは：法の前での平等な承認；司法制度への関わり；個人の自由を確保する措置；保護と監視。
参加者から以下の意見が寄せられた：
· 司法制度への関与の困難。参加者の一般的な見解は、司法制度が個人中心ではなく、障害のある人のニーズに十分に対応していないというものであった。参加者は、裁判所へのアクセスや、司法機関へのアクセス、心理社会的・感覚的ニーズへの認識不足に関する経験を挙げた。独立した支援サービスの不足や、障害のある高齢者に対する法的助言の不足も指摘された。司法制度内の差別事例があり、精神疾患や心理社会的疾患の診断を受けた人、知的障害や自閉症のある人が、法的助言にアクセスする際に影響を与えていると報告された。ろう者の陪審員サービスへのアクセスの改善は歓迎されたが、視覚障害のある人への拡大が必要との意見も出された。参加者は、司法制度従事者への障害に関する研修を提言した。
· 安全対策の適用が不十分。この分野での進展は認められたものの、参加者からは安全対策に関する法律や規制の施行方法に不満が表明され、その適用方法や適用範囲に不一致があると指摘された。一部の人は、法律が障害のある人の保護に十分でなく、虐待や放置が全国で依然として発生していると指摘した。家庭への安全保障検査と規制の拡大、脆弱な成人向けの安全保障立法の進展、組織内の安全保障チームの法的権限の強化に関する提言がなされた。
· [bookmark: _Hlk209279729][bookmark: _Hlk209128767]政策実施の遅れに対する不満。特に、障害のある人の自由と人権に関わる「支援付き意思決定（能力）法（ADMA: Assisted Decision Making (Capacity) Act）」の実施の遅れが参加者から問題視された。参加者は、法の実施に時間がかかる点を認めつつも、可能な限り早期に措置を講じるよう（例：ADMA第3条と8条）提言があった。事前医療指示の尊重の必要性や保健サービス執行執行機関（HSE: Health Service Executive）の同意に関する方針の必要性が指摘された。
（訳注　Assisted Decision Making (Capacity) Act法の略記は、ここではADMAとなっているが、初回締約国報告ではADMCとなっている。一般的にはどちらも使われているようである。）
· 障害のある人の自由と人権。参加者は、強制的な拘禁システムに関する懸念を表明し、手続きや警察（Gardaí）の頻繁な関与が障害のある人を差別し、屈辱を与える可能性があるとの指摘があった。また、社会サービスにおける身体拘束の濫用や過剰使用、病棟入院手続き規定における尊厳の欠如（例：衣服を剥奪される）に関する懸念も示された。障害のある人が居住する場所の選択の自由の欠如は、特に施設、老人ホーム、または家族や親の介護下にある人々にとっての人権問題とされた。その他の問題には、投票へのバリアや、裁判所後見制度が障害のある人の声と権利を奪うとの指摘があった。実際に障害を体験している人を意思決定にかかわる役職に含めること、特に入院審査会への参加が提言された。
· アイルランド国内における苦情や救済のための法的手段の不足。参加者は概ね選択議定書の批准を支持し、アイルランドが可能な限り早期に批准することを望んだ。しかし、内部の救済手段をまず尽くすという条件について懸念が示された。内部の手段は、苦情を申し立てたい人にとって、明確でアクセシブルなものでない可能性があるためである。内部の救済手段を整備し、選択議定書が唯一の選択肢にならないよう提言された。
分科会で提起されたその他の意見には以下のものがあった：
· 障害に関する法律で国家に対する集団訴訟（class action lawsuits）を認めることの提案。これにより、法的措置を講じる際の経済的バリアが一部解消されるため；
· 「子どもへの障害支援サービスの拡大」に関する取り組みへの肯定的な評価と、その取り組みのさらなる資金と資源の充実を望む声；
· 国全体における障害差別主義（ableism）の構造的原因を再検討する提言；
· 医学モデルから脱却し、より幅広い支援とサービスへの移行を望む声；
· 現在の制度が障害のある人にとってリスク回避的すぎるという懸念；
· 対立的な司法制度（adversarial justice system）を人権に基づくアプローチに置き換える要望；
（訳注　原告対被告、または検察対被告のように対立する立場での激しいやり取りが障害のある人にとっては負担になり、権利を侵されかねないことを防ぐための要望である。日本の法律専門用語では「当事者主義的司法制度」や「対審判決制度」とされる。）
· 訴訟のための後見人制度（Guardians Ad Litem）が障害のある人を常に適切に代表していないという懸念；
（訳注　Guardiansはラテン語で、後見人、Ad Litemは訴訟のために、の意。）
· 障害のある人のケアを、国のサービスよりもアクセスを拒否しやすい慈善団体に外注化することに関する問題；
· サービス移転時の書類手続きと遅れを最小限にするため、実務者向けの「警察審査パスポート」（Garda vetting passports）の開発の提言。
報告草案への以下の修正が提言された：
· 障害のある人の司法制度へのアクセスを改善するための活動と進展について、詳細を記載する（パラグラフ157）。
（訳注　初回締約国報告最終版では、パラグラフ168。）

障害のある子ども
この分科会では、第7条が取り上げられた。議論の主なテーマは、最善の利益の確保、子どもの意見が聴取されるようにすること；およびアイルランドにおける障害のある子どもと若者の生活に関する内容であった。
参加者からは以下の意見が寄せられた： 
· 障害のある子どもがサービスにアクセスする際の課題。これには、公的サービスとのかかわりが困難；6～14歳向けのサービスの不足；ニーズ評価（AoN: Assessment of Need）や早期介入サービスへのアクセスの最大5年の遅延と、それによる発達段階やウェルビーイングへの連鎖的影響；地域、所得、複雑な状況やニーズに基づくサービスへのアクセス格差、などがあった。障害サービスの中での定期的なチェックのメリットが指摘された。
· 統合教育と分離教育。この問題に関する意見は分かれており、一部は一般学校内で可能な限り統合された（integrated）支援を提供すべきだと考え、他方では特別学級や特別学校を推奨していた。一部の人は、個人指導者、通常の学校、特別措置の選択肢から選ぶことを希望していた。
· 障害のある子ども向けのサービスが、孤立して連携が取れていない可能性。参加者は、監督責任を負う中央機関の設置を求めた。ケア管理の責任が親や後見人に完全に委ねられているという意見もあった。
· 学校へのアクセスや通学。指摘された課題には、特別学級への不適切な就学やその定員の不足、教師の研修不足とスタッフの頻繁な入れ替わり、スタッフの給与の低さ、建物のアクセス困難さ、特別教育補助員の不足、全国教育心理サービス（NEPS: National Educational Psychological Service）の資源不足などが挙げられた。
（訳注　全国教育心理サービスは、教育省の教育心理サービスで、小・中・高校、特別支援学校に教育心理学的な支援を提供するサービス。これを提供する教育省の一部局の名称でもある。）
· 障害児に関する分野全体、その中でも特に一般教育分野における研修と意識向上の必要性。
· 障害関連プログラムや政策への障害のある子どもとその親/介護者の参画。子どもの診断や関連書類（例：ニーズ評価（AoN）、個別教育計画）に関する意見聴取を確実に行うよう提言された。
以下の点も指摘された
· 各県に卓越センター(Centres of Excellence)を設置する要望；
· 障害のある子どもの親や家族に対するよりよい支援の必要性。具体的には経済的な支援、ケア管理の負担を軽減するためのソーシャルワーカーの配置、より良い法的支援や権利擁護サービスへのアクセスの確保など。
· 必須のレクリエーション活動（essential recreation activities）への国の資金援助の提言（現在は民間教室やグループを通じてのみ利用可能であるため）；
· 政策の実施の遅れや問題への不満；
· 障害のある子どもの成人期への移行支援の充実と、就労や自立生活への移行率が低いことへの懸念；
· 里親家庭の障害のある子どもに対する資金、支援、研究の拡大を求める要請；
· 在宅手当や障害手当などの給付金の受給に関する問題；
· 交差する脆弱性（例：精神保健と機能障害）に対して国のサービスがより適切に対応するよう求める声；
· 中央治療クリニック（CRC: Central Remedial Clinic)のサービスに対して、および保育のアクセスとインクルージョンモデル（AIM : Access and Inclusion Model）、子どもと青年向け障害サービス改革プログラム(PDS: Progressing Disability Services for Children and Young People)、児童青年精神保健サービス(CAMHS:  Child and Adolescent Mental Health Services）のミッションに対して、肯定的な意見が寄せられたが、アクセスの平等性に関する懸念が指摘された；
（訳注　CRCは、身体に障害のある子どもと大人のケア、治療、発達のための国立の施設。AIMは、子ども・平等・障害・統合・若者省 (DCEDIY: Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth)が主導する、障害のある子どもたちが一般の環境で、早期保育・教育プログラム(ECCE: Early Childhood Care and Education Programme)にアクセスし、有意義に参加できるようにするための取り組み。PDSは、保健サービス執行執行機関（HSE: Health Service Executive）が実施する障害児サービスの改善・再編プログラムで、18歳までの児童・青少年とその家族に提供されるサービスの方法を改革する。CAMHSは、中度または重度の精神疾患の18歳までの児童・青少年に診断と治療を行なう。）
· 障害のある子どもを包摂する計画を条件にスポーツ資金を配分する提言； 
· 一般学校への障害助成金や支援制度の認知度向上の提言。
報告草案への以下の修正が提言された：
· 5歳になると障害支援の時間が減らされる理由を説明し、その際の適切な手続き上の保護措置を明示する；
· 障害のある子どもの支援サービスの間の相互依存関係と、障害のある子どもの支援に関わる多様な慈善団体、公的機関、民間機関の役割を明確に示す。

労働、雇用、および生活水準
この分科会では、第26条から第28条が扱われた。議論の焦点は、差別を防止するための措置；職業訓練；障害のある人の雇用促進；公的部門/民間部門/自営業（での雇用　訳者追記）；職場における合理的配慮；職場でのハビリテーションとリハビリテーション；および社会的保護。これらのテーマに関して以下の意見が提供された：雇用助成金と雇用支援制度。既存の支援制度に関する意見は概ね前向きであったが、助成金の認知度と利用しやすさについては不十分のままであるとの指摘があった。雇用中に国からの支援が失われる点について懸念が示され、「働きがいの向上（Make Work Pay）」制度がこれを防止するのに十分な措置を講じていないとの懸念が挙げられた。推奨事項として、雇用中に支援が失われないよう確保すること、そして、職場適応助成金（adaptability grants）のみに頼るのでなく、既存の（生活のための　訳者追記）移動支援や個人支援の制度を職場に拡大することを検討することが挙げられた。個人傷害福祉助成金（personal injury welfare grants）は、身体的傷害だけでなく精神的（psychosocial）傷害も対象とするべきであり、雇用主への補助金は障害のある従業員の最低人数要件を課すべきでないとの意見が示された。
· 合理的配慮と保護。参加者からは、現在のプロセスに関する多くの問題点が指摘された。具体的には、「合理的保護」（reasonable protections）や「柔軟な勤務形態（flexible working）」の法的定義が不明確である点、および雇用主がコストを理由にすぐに適用を拒否できる点への懸念が挙げられた。職場環境が不適であることを理由に就職を拒否された事例や、職場設備や支援の待ち時間が長い事例が報告された。小さい時からの長期にわたる障害のある人よりも後天性障害のある人の方が就職しやすいこと、軽度の障害のある人の方が就職しやすいこと、また、障害のある従業員をすでに雇用している組織では状況がより良いと指摘された。締約国が雇用調整員（employment coordinator）を雇用し、アクセシビリティ基準と設計を監督するよう資金提供すること、および雇用主に対し感覚的または物理的な職場改善のための指定資金を設けることが提言された。また、合理的配慮戦略にリモートワークを組み込むこと、従業員が自宅や以前の職場で使っていた機器を使用することを認めることも提言された。
· より多くの権利擁護サービス、特にマンツーマンの就職支援、職業指導、雇用主や国家機関に対する苦情申し立てや法的措置の際の支援が必要とされている。既存の支援サービス（無料法律支援センター（FLAC: Free Legal Advice Centres)、市民情報サービス、全国障害者権利擁護サービス(National Advocacy Service)など）は一部支援を提供しているものの、その範囲が不十分であり、家族や介護者に過度に依存する状況が生じている。障害のある人が就労を求める際に専門的なサービスを提供すべきとの提言があった。例えば、公共雇用サービス（Intreo）事務所において、あるいは保健サービス執行機関（HSE: Health Service Executive）と社会保護省（Department of Social Protection）の連携サービスにおいてなど。
（訳注　全国障害者権利擁護サービスは、原英文にはNational Advocacy Serviceとあるが、正式名称は、National Advocacy Service for People with Disabilitiesである。Intreoは、Integrate、Introduction、Entrepreneurを組み合わせた造語で、社会保護省の公共雇用サービスのブランド名。）
· 雇用へのバリアについて議論があり、バリアは多岐にわたり、交通手段へのアクセス、建物へのアクセス、職場や雇用主の態度、支援や柔軟性の必要性、そして一般的に雇用機会の少なさなどのすべてが、雇用へのアクセスを困難にしている。雇用へのバリアは、大規模な組織、公共部門の組織、障害のある人の雇用経験のある組織では比較的少なかった。
· 雇用の進展のための課題。参加者は、低賃金、職業訓練、下級職に留まる事例や、訓練/入門プログラムから脱却する困難を報告した。最低賃金の低さがこの問題を悪化させ、障害のある人々に過度に影響を与えると考えられていた。
· 職場での偏見やハラスメントの事例が報告され、特に精神保健や精神（psychosocial）障害に関連するケースが多かった。参加者は、これが雇用へのアクセスと維持にとっての一般的なバリアであり、一部の雇用主が障害のある人を評価していないと考えていた。虐待やハラスメントの報告の通報には不明確さと自信の無さが表れていた。
· 障害のある人の雇用のメリットは、個人にとっても、組織/文化全体にとっても広く認められた。参加者は、働くことによる楽しみや自律感、社会に貢献したいという意欲を表明した。
· インクルージョンに関する政府の取り組みの進捗と努力への不満。状況が改善されていないとの見解があり、報告草案に掲げられた戦略が十分な効果を発揮していないとの見解があった。資源不足と障害関連予算の削減が要因として挙げられた。特に生活費と障害給付に関して、完了した審査の結果を検証し、得られた知見を実施するよう提言された。
· 職場における障害に関する訓練と支援の充実の必要性。精神保健課題や神経多様性（neurodiversity）、平等法および積極的改善措置（positive action）に関する教育と意識向上の強化が提言された。「作業適性」（Fitness to Work）アプローチは不適切とされ、職業保健チームに対する追加訓練が推奨された。障害問題に関する指定訓練資金の確保や、障害意識と問題監視のための監視機関の設置も提案された。
（訳注　積極的改善措置（positive action）とは、ヨーロッパの法制度で、不利な立場に置かれやすい集団への、平等を実現するための特別な支援や優遇措置。）
· 雇用施策と目標は概ね機能していると評価されたが、一部では偏見を助長し、有意義な雇用に必ずしもつながらないとの指摘があった。特に「地域雇用」（CE: Community Employment)制度(訳注　長期失業者などを地域内の職場でのパートタイム就労などを通じて就労復帰させる事業)と「影の職場体験プログラム（Shadow programmes）」が批判された。目標を設定する際は、障害の種類ではなく、ニーズの種類（例：車椅子使用）を基準にするよう提案された。これは、雇用主が目標達成のために、「影響の小さい」障害のある人を採用する可能性があるため。その他の推奨事項には、既存の制度や短期パイロット事業を連携させ、長期的な戦略を策定すること、および英国の「門戸開放」（Open Doors）プログラムに類似した個人指導プログラム（mentorship programme）を検討することが含まれる。
（訳注　影の職場体験プログラム（Shadow programmes）とは、障害のある人を職場で見学・補助的作業をさせるだけの、実質的な雇用につながらない「影の」職場体験をさせるもの。）
その他の課題と提言には以下のようなものがあった： 
· 大学や職業訓練コースへのアクセスや参加の困難さ。支援の不足や職業体験の機会が限られているため;
· 職場におけるロールモデルの重要性。目に見える障害と「隠れた」障害の両方にとって;
· 全国障害者局（National Disability Authority）の業務、報告、監視役割への一部不満。特に報告の遅延と理事会に障害のある人がいない点；
· 職場の問題や差別に関する苦情申し立ての困難さ、および職場関係委員会（Workplace Relations Commission）とアイルランド人権・平等委員会（IHREC: Irish Human Rights and Equality Commission）が追加の支援を必要とする人を適切に支援していないという感覚;
· 自閉症の人の雇用率の低さ（20％未満）、およびこのグループにとっての、雇用がウェルビーイングと精神保健に与える重要性；
· 障害のある人が政府の意見聴取や意見活動に参加した場合、障害給付に影響を与えることなく報酬を支払うことの提案。
報告草案への以下の修正・編集が提案された：
· UNCRPD第27条に関する表現の見直し。障害のある人が「できないこと」に過度に焦点を当て、「できること」に十分触れていないとの印象があったため；
· 職場における保護措置に関する修正。不十分で医学モデルに基づいているため；
· 障害のある人が職場で直面するスティグマと課題に関するより良い言及。

教育
教育分科会は第24条に焦点を当てた。議論の主なテーマは、早期教育、通常（mainstream）の小学校・中学校教育、特別学校および通常の学校における特別学級、高等教育と大学教育であった。
これらの分科会では以下の意見が提供された：
· 特別教育へのアクセス困難。参加者は、特別学級への交通の便が悪く、子どもが（訳注　長距離、長時間の）通学を余儀なくされるケースが多いと指摘した。情報へのアクセスや支援の不足、保護者とのコミュニケーションの不足が問題視された。教育移行段階での支援の強化、学校や大学が心理的診断を含む多様な障害に対応できるよう求める提言があった。
· 障害のある子どもの教育への平等なアクセスと、その人権および憲法上の権利の保障。締約国は、学校が障害のある子どもに対応できるよう適応するための奨励策（incentive）を整備し、2018年教育法で定められた特別学級の設置義務を徹底すべきである。参加者からは、障害の社会モデルを促進し、一般の態度を変えるための啓発キャンペーンを実施する提案も出された。
· 統合教育か分離教育かに関する議論。「障害のある子ども」に関する分科会と同様に、特別クラス/ 学校と主流の学校における統合教育に対する優先指向は分かれた。統合教育の利点として、同年代との交流、固定観念打破の機会、教育へのアクセスの平等、社会・感情・キャリア指導の平等が挙げられた。特別学校の利点としては、個別支援、少人数クラス、専門職員があることが挙げられた。
· 初等教育段階と中等教育段階において、提供される支援に違いがあった。参加者からは、中等教育段階の支援に関する問題点が提起され、視覚障害のある生徒への支援の不足や、障害のある子どもに対するキャリア準備や生活スキルに十分な焦点が当てられていないと指摘された。
· ニューブランズウィックシステム（New Brunswick system）の適切性。このアプローチの根拠とアイルランドのシステムへの適応性について懸念が示された。特別教育ニーズのある人に対する教育法（EPSEN: Education for Persons with Special Educational Needs Act）の一部については肯定的な意見があったが、特別教育を提供できない学校が入学を拒否できる条項については不満が表明された。
（訳注　ニューブランズウィックシステムは、カナダのニューブランズウィック州が採用している教育システムで、完全インクルーシブ教育のモデルとされる。）
· [bookmark: _Hlk217413465]高等教育における支援。高等教育段階の支援は機能しているとの評価であったが、大学への進学のバリアが指摘された。専門分野間や大学間で支援の標準化を強化し、社会支援や交通支援を金銭的・技術的支援と同程度に利用可能にすることの要望があった。パートタイムコースではアイルランド学生総合支援機構（SUSI: Student Universal Support Ireland)奨学金にアクセスできないことが低所得層のバリアとなるという意見や、教育奨学金を受給中に障害支援を失う事例が報告された。参加者は奨学金に関する認知度の改善を求めた。
· 職業訓練支援が不十分。現在のシステムは、アイルランド教育品質・資格認定機構（QQI: Quality and Qualifications Ireland）のレベルの上位への進級を優先し、職業訓練コースを十分に支援していないとの見解が示された。職業訓練コースへのアクセスのバリアとして、修了証明書（Leaving Certificate）の取得要件や、特別学校から移行する者向けのレベル3・4コースの欠如が挙げられた。成人教育コースについては肯定的な意見が寄せられた。
(訳注　QQI は職業教育も含めた、教育と資格の質を管理・保証する機関で、レベル1（初等教育相当）からレベル10（博士号相当）までの評価レベルがある。レベルの上位には大学教育がある。) 
· 早期介入サービスとニーズ評価サービスへのアクセス困難が指摘され、遅れが発達段階の達成、ウエルビーイング、適切な学校へのアクセス能力に与える悪影響が指摘された。
· 一般の教育における意識向上と支援の必要性が指摘された。教師の訓練と情報の不足が問題として挙げられ、必須の継続的専門能力開発（CPD: Continuing Professional Development）と障害に関する訓練のための追加の資金や資源の確保が求められた。
· 教育における言語の使用が議論され、一部の参加者は「特別ニーズ」（special needs）という用語が障害のある子どもを「他者化」し、すべての子どもが愛され、社会に貢献する共通のニーズを無視していると指摘した。インクルージョンを「違いの受け入れ」と定義することは、障害のある子どもを欠陥の観点から定義するリスクがあると指摘された。インクルージョン（inclusion　包摂）とインテグレーション（integration　統合）の用語の混同が指摘された。
· 新しい資源配分モデルに対する不満が表明された。診断要件（diagnostic requirements）の廃止は肯定的に評価されたが、継続的に報告の提出が必要とされる問題が指摘され、障害の状態が時によりいろいろ変わる人（transitional disabilities）に悪影響を及ぼす懸念が示された。
この分科会で指摘されたその他の課題は次のとおり: 
· 子どもと保護者を取り込んだ統合的な教育カリキュラムの必要性、およびその法的な保護； 
· 早期教育システム、特に早期保育・教育プログラム（ECCE: Early Childhood Care and Education Programme）モデルに対する肯定的な評価が示されたが、一部の地域では選択肢が限られている点が指摘された。このモデルで提供されている子ども中心の個別支援を、教育システム全体に拡大する要望が寄せられた。
· 特別教育のデータ収集・監視システムに対する不満。特別支援教育補助員（Special Needs Assistants）の有効性に関する問題など；
· 障害のある子どもへの入学拒否をする学校に関する不満と、新制度下での上訴権（right to appeal）の喪失に関する懸念。参加者はこの変更前に政府に意見表明を行ったが無視されたと報告した；
· 感覚障害のある人に対する支援や配慮の不足。特に一般の学校や大学において；
· 拘束および排除実施規定の指針の提言。学校での、これらの違法または倫理に反する慣行に関する懸念があるため。
報告草案に対して、強調された変更/明確化は以下の通り：
· 障害のある人の高等教育への入学率が53％増加したというデータの出典の明確化。この値は高等教育報告（Higher Education Report）の数値と矛盾しているので；
（訳注　高等教育報告は、高等教育委員会（HEA: Higher Education Authority）の、高等教育に関する統計や成果の公式報告書。）
· 障害のある子どもの学校にいる時間の短縮の理由を説明。；
· 障害法（Disability Act）の改正または見直しの予定の有無、ある場合はその時期。

障害のある女性
この分科会では、国連障害者権利条約（UNCRPD）の第6条について議論された。議論の主なテーマは以下の通り：障害のある女性が平等な権利を享受するための政策措置；障害のある女性の自立性支援（empowering）に関する取り組み；アイルランドにおける障害のある女性の生活状況。
この分科会で記録された意見は以下の通り：
· 医療サービスへのアクセスとネガティブな経験。指摘された問題には、情報、サービス、施設へのアクセス困難（特に子宮頸がんや乳がん検診）があった。性に関する保健医療へのアクセスに困難があった。ジェンダーの側面、および障害と健康サービスのつながりを認識し、障害のある女性が相談、政策、意思決定の初期段階から参画する仕組みの確立が必要である。
· 障害のある女性に対する締約国の認識と支援の不足。参加者は、ジェンダーと障害の交差に関する知識の不足を指摘し、障害のある女性に特化したサービスや支援の拡充（例：医療、住宅、雇用、レクリエーションなど）を提言した。また、性的暴力や家庭内暴力に直面する障害のある女性に対する、対象を絞った具体的支援（targeted supports）の必要性も示された。
· 障害のある女性が雇用にアクセスする際の特有のバリア。これには、有給の職や管理職への昇進の困難さや、良いロールモデルの不足などがある。職場は、特に女性に影響を及ぼす心理社会的および精神保健問題への対応が不十分であると感じられていた。
· 障害のある女性に関する研究とデータ収集の必要性。特に入院中の女性に対する性的暴力、ジェンダー暴力やセクシャルハラスメントについて。
· 心理社会的診断と治療におけるジェンダーによる偏り（Gender bias）。参加者は、精神保健、人格障害、精神（psychosocial）障害の診断でジェンダーによる偏りが存在し、女性が男性よりも診断される割合が高いと感じていた。その結果女性は強制治療や電気けいれん療法（ECT）を高い割合で受けている。同意と支援付き意思決定法の重要性について議論された。
· 医療従事者の、目に見える/隠れた障害に関する知識の不足。障害のある女性の意見を反映した、健康、ジェンダー、障害の相互作用に関する研修が提供されるべきである。
· 医療における父権的モデル、医学モデルに対する不満。現在の取り組みと法制度が、社会モデルへの転換のコミットメントにもかかわらず、依然として医学的すぎるという認識がある。保健ケアの中での医療以外の介入（non-medical interventions）への資金増額が提言された。
（訳注　医療以外の介入とは、例えば生活の質の向上や社会的バリアの除去などのための介入など。）
· 安全に関する問題。参加者からは女性やLGBTQIAのコミュニティの障害のある人が直面する追加のリスクが指摘された。意識向上と社会的介入が提言された。
この分科会で提供されたその他の意見には、以下のようなものがあった：
· 障害のある女性の問題は、医療以外の幅広い分野の関与が必要である；
· 障害のある女性が司法制度へアクセスする際に直面するバリア、および適切な権利擁護サービスや支援体制の不足； 
· 文化の変革に向けた協調的なアプローチの必要性、具体的な介入措置と監視手順の確立。この取り組みは、関与時間に応じた報酬を受け取る障害のある女性によって主導され、実際の経験に基づいた知見を反映すべきである； 
· 政府の作業部会や委員会についての情報共有（communication）の改善；
· ラビット大臣の任命に対する肯定的な評価と、彼女が障害のある女性との連携の約束を履行することを望む声；
（訳注　ラビット大臣とは、2020年から2024年に障害担当国務大臣を務めた、Anne Rabbitte氏。現在は上院議員。）
· 平等予算編成（equality budgeting）に関する肯定的な評価と、これが障害のある女性にとって何を意味するかの期待；
（訳注　平等予算編成とは、性別・障害・社会的背景などでの平等を組み込む仕組みで、政府は2018年にこれを導入した。）
· 養子縁組や里親制度を検討している障害のある女性が経験する差別。
締約国報告草案が、障害のある女性らが直面する具体的なバリアと課題について、より詳細な情報を記載することが提言された。
(翻訳・佐藤久夫、岡本 明)
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